
平成２３年度千葉県国民健康保険調整交付金交付基準（案） 
 
〔交付額の算定等〕 
  交付金額は、国保財政の安定化のための財政調整及び事業への取組のための基

本交付額と加算交付額の合計金額によるものとする。 
  加算交付額の算定は、加算ポイントの合計点数を平成２２年度年間平均被保険

者数（以下「年間平均被保険者数」という。）に乗じて得た値（以下「総ポイント」

という。）により、市町村毎の総ポイントの合計の値から各市町村の交付割合を算

出して、その交付割合により予算の範囲で算定する。 
 
１ 国保財政の安定化のための財政調整 
（１）国調整交付金の交付割合の削減に伴う措置  

【申請要件】 

  平成２２年度に国の調整交付金を交付された市町村であること。 

【交付額】 

平成２２年度国普通調整交付金実績額の１０分の１の額の３分の１を財政調整

分として交付する。 

 
（２）高額医療費共同事業等の拠出金持ち出しに伴う措置 
【申請要件】 

高額医療費共同事業拠出金(公費負担額を除く。)及び保険財政共同安定化事業

拠出金の合計額から、高額医療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交

付金の合算額を差し引いた額が、高額医療費共同事業拠出金(公費負担額を除く。)
及び保険財政共同安定化事業拠出金の合計額の３％を超えた市町村であること。 

【交付額】 
  高額医療費共同事業拠出金(公費負担額を除く。)及び保険財政共同安定化事業

拠出金の合計額から、高額医療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交

付金の合算額を差し引いた額から、高額医療費共同事業拠出金(公費負担額を除

く。)及び保険財政共同安定化事業拠出金の合計額の３％を控除した額を交付する。 
 
２ 国保財政の安定化のための事業への取組 
（１）医療費適正化に関する事業 

ア 基本交付額 
【申請要件】 
  平成２３年度において、次の①から④にかかる全ての事業を実施している市

町村であり、かつ、事業計画等に基づき事業を実施していること。 
①レセプト点検 
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②医療費通知 
③特定健診・保健指導 
④保健事業 

【交付額】 
交付額は、年間平均被保険者数に応じて算出するものとし、次の表に定める

額とする。 
年間平均被保険者数 交付額 

５千人未満 ２，０００千円 
５千人以上  １万人未満 ３，０００千円 
１万人以上  ３万人未満 ４，０００千円 
３万人以上  ５万人未満 ６，０００千円 
５万人以上 １０万人未満 ８，０００千円 

１０万人以上 １０，０００千円 
 
イ 加算交付額（評価基準） 

   次の事業の実施結果等に応じ、各項目記載のポイントを付与する。 
【申請要件及び加算ポイント】 
 ①レセプト点検に関する事業 
   平成２２年度における国民健康保険事業の実施状況報告「診療報酬明細書

点検調査実施状況報告書」に基づき評価をする。 
  ア 資格点検の点検率が１００％であること。      １ポイント 
  イ 調剤報酬との突合率が５０％以上であること。      １ポイント 
  ウ 点数表との照合を行っていること。           １ポイント 
  エ 手書きレセプトの検算を行っていること。        １ポイント 
  オ 縦覧点検の点検率が５０％以上であること。       １ポイント 
  カ 内容点検の効果額が県平均以上であること。       ３ポイント 
  キ 内容点検の効果率が２年連続上昇したこと。       ５ポイント 
  ク 点検効果率（資格＋内容）が１％以上であること。    ５ポイント 

 
②医療費通知に関する事業 
ア 平成２２年度において減額査定通知を行っていること。３ポイント 
イ 平成２３年１月から１２月までの間に１か月分のレセプトの全数(退職

被保険者等分を含み老人保健医療給付対象者のみの世帯を除く)について

４回以上医療費通知を実施していること。なお、１年分をまとめる方法に

よる医療費通知は対象としない。           ３ポイント 
 
  ③特定健診・保健指導 



   ア 特定健診の受診率向上のため広報を実施していること。 
                              １ポイント 
   イ 特定健診の受診率向上のために独自の工夫をしていること。 
                              １ポイント 

ウ 平成２３年度において、７５歳になる被保険者に対して、特定健診の受

診案内をしていること。               １ポイント 
 

④保健に関する事業 
ア 平成２２年度国保特別会計において、疾病の早期発見等一次予防に資す

るための各種健康診査・人間ドック等を実施していること。 
                           １ポイント 
イ 平成２２年度国保特別会計保健事業費が保険料収入の１％以上である 

こと。（特定健診事業に要する費用を除く）       ５ポイント 
ウ １人当たり療養諸費（一般（老人を除く）＋退職）の対前年度の伸び率

が、平成２１年度と２２年度において２年連続低下したこと。３ポイント 
エ 平成２２年度において重複・頻回受診者及び長期入院患者等の把握、調

査、分析を行っていること。             １ポイント 
オ 平成２２年度において重複・頻回受診者に対して訪問指導を実施してい

ること。                      5 ポイント 
 

⑤その他医療費適正化に関する事業 
ア 平成２３年度において被保険者の健康に対する意識の高揚、健康増進を

図るため、小冊子等の作成配布等を行っていること。   １ポイント 
イ 一部負担金の減免申請様式等の規定が整備されていること。 

１ポイント 
ウ 一部負担金の減免基準を定めていること。      ３ポイント 

   エ 出産育児一時金の支給に関し、受領委任払い又は受取代理の規定が整備

されていること、または、貸付制度により出産育児一時金直接支払制度に

対応できない医療機関に対する対応が整備されていること。 
    （平成２２年度限り）                ３ポイント 
   オ 国保法第４２条第２項に規定されている一部負担金の保険者徴収に関す

る基準を定めていること。              ３ポイント 
   カ 平成２２年度において被保険者に対し後発医薬品（ジェネリック医薬品）

を利用した場合の自己負担額が軽減されること等について周知広報に関す

る事業を実施したこと。               １ポイント 
   キ 平成２２年度において後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用を促進

するため被保険者に対し、ジェネリック医薬品希望カード等の配布等を行



なっていること。                  １ポイント 
（２）保険料（税）適正賦課及び収納率向上に関する事業 

   
ア 基本交付額 

 （ア）事業実施に応じた交付 
【申請要件】 

    平成２３年度において、次の①及び②にかかる事業を実施している市町村

であり、かつ、事業計画等に基づき事業を実施していること。 
①賦課の適正化に関する事業 
②収納率の向上に関する事業 

【交付額】 
交付額は、年間平均被保険者数に応じて算出するものとし、次の表に定め

る額とする。 
 

年間平均被保険者数 交付額 
５千人未満 ２，０００千円 
５千人以上  １万人未満 ３，０００千円 
１万人以上  ３万人未満 ４，０００千円 
３万人以上  ５万人未満 ６，０００千円 
５万人以上 １０万人未満 ８，０００千円 

１０万人以上 １０，０００千円 
      

（イ）目標収納率の達成状況に応じた交付 
各保険者の目標収納率（現年度分）については、「千葉県国民健康保険財政

安定化等支援方針」４（３）①により以下のように定められている。 

保険者規模 

（被保険者数） 
目標収納率 

指導区分 

県による 

助  言 

県による 

実地指導 

１万人未満 ９０％ ８７～９０％未満 ８７％未満 

１万人～５万人 ８９％ ８６～８９％未満 ８６％未満 

５万人～１０万人 ８８％ ８５～８８％未満 ８５％未満 

１０万人以上 ８７％ ８４～８７％未満 ８４％未満 

   本項では、前年度収納率（現年分に限る。以下同じ。）が上表「指導区分 県

による助言」に記載する率以上の保険者に対する交付割合を定めるものとす

る。 
 

【申請要件】 



  収納率の向上に関する事業等を実施したこと等により、前年度収納率が一

定以上の水準にあること。 
【交付額】 

年間平均被保険者数及び前年度収納率に応じて算出するものとし、次表に

定める額とする。 
 

年間平均被保険者数 前年度収納率 交付額 

５千人未満 
８７％ ２（２）ア基本交付額の３０％ 
９０％ ２（２）ア基本交付額の６０％ 
９２％ ２（２）ア基本交付額の１００％ 

５千人以上 
 １万人未満 

８７％ ２（２）ア基本交付額の３０％ 
９０％ ２（２）ア基本交付額の６０％ 
９２％ ２（２）ア基本交付額の１００％ 

１万人以上 
 ３万人未満 

８６％ ２（２）ア基本交付額の３０％ 
８９％ ２（２）ア基本交付額の６０％ 
９１％ ２（２）ア基本交付額の１００％ 

３万人以上 
 ５万人未満 

８６％ ２（２）ア基本交付額の３０％ 
８９％ ２（２）ア基本交付額の６０％ 
９１％ ２（２）ア基本交付額の１００％ 

５万人以上 
 １０万人未満 

８５％ ２（２）ア基本交付額の３０％ 
８８％ ２（２）ア基本交付額の６０％ 
９０％ ２（２）ア基本交付額の１００％ 

１０万人以上 
８４％ ２（２）ア基本交付額の３０％ 
８７％ ２（２）ア基本交付額の６０％ 
８９％ ２（２）ア基本交付額の１００％ 

   なお、各保険者の前年度収納率が、上表前年度収納率を１％以上超過する

場合は、１％につき２（２）ア基本交付額の１０％相当額を加算する。 
 
イ 加算交付額（評価基準） 

    平成２２年度において、次の事業の実施結果等に応じ、各項目記載の   

ポイントを付与する。 
【申請要件及び加算ポイント】 

  ①賦課の適正化に関する事業 
ア 国保全世帯に対する未申告世帯の割合が５％以下であること。    

３ポイント 
イ 遡及賦課を実施していること。           １ポイント 
ウ 管内事業所へのパンフレット送付等国保制度の周知広報に関する事業 



を実施したこと。                  ３ポイント 
エ 所得未申告者への個別調査による申告の勧奨を行っていること。                      

３ポイント 
オ 住民担当課と連携を取り、居所不明者等について職権削除を行うよう促

していること。                   ３ポイント 
 
②医療分の賦課割合の平準化に関する事業（本算定時） 

ア 応益割合が４５％以上５５％未満であること。    ３ポイント 
イ 応益割合が前年度と比べ５０％に近づいていること。 １ポイント 

 
③収納率の向上に関する事業 

ア 国保全世帯（特別徴収実施世帯を除く。）に対する口座振替加入世帯割合

と納付組織加入世帯割合の合計が５０％以上であること。１ポイント 
イ 現年度分収納率０．０２％の向上につき         １ポイント 

ただし、現年度分収納率が０以上０．０２％未満向上した場合は１ポイ

ントとする。 

  なお、低所得者に対する医療分の賦課について、平成２２年度に７・５・

２割軽減制度を導入した保険者については、現年度分収納率０．０４％の

向上につき１ポイントとし、０以上０．０４％未満の場合も１ポイント付

与する。 

ウ 滞納繰越分収納率０．２％の向上につき       １ポイント 

ただし、滞納繰越分収納率が０以上０．２％未満向上した場合は１ポイ

ントとする。 

エ 現年度分収納率が、次表の条件に該当する場合  一律５ポイント 
 年間平均被保険者数 収納率 

５千人未満の場合 ９５％以上 
 ５千人以上  １万人未満の場合 ９４％以上 
 １万人以上  ３万人未満の場合 ９３％以上 
 ３万人以上  ５万人未満の場合 ９２％以上 
 ５万人以上 １０万人未満の場合 ９１％以上 
１０万人以上 ９０％以上 

エ 収納率の向上に関する事業等を実施したこと等により、前年度収納率が

次表の条件に該当する場合                ３ポイント 
年間平均被保険者数 前年度収納率 

５千人未満の場合 
８７％以上 

  ５千人以上  １万人未満の場合 
  １万人以上  ３万人未満の場合 ８６％以上 



  ３万人以上  ５万人未満の場合 
  ５万人以上 １０万人未満の場合 ８５％以上 

１０万人以上 ８４％以上 
  ただし、現年度収納率が上記収納率を１％以上超過する場合は、１％に

つき３ポイントを加算する。 
オ 収納率向上対策本部等を設置・開催し、連絡調整を行い、徴収体制の強

化を図っていること。                  １ポイント 
カ 嘱託徴収員による臨戸徴収、電話催告等を行っていること。 

                              ３ポイント 
キ 休日･夜間等時間外窓口を開設していること。     １ポイント 
ク 滞納者管理システムの開発・更新を行っていること。 ３ポイント 
ケ 口座振替の勧奨事業を行っていること。       １ポイント 
コ 減免の規定（条例を含む）が整備されていること。    １ポイント 
サ 平成２３年度までにコンビニ収納委託を行っていること。３ポイント 
シ 平成２２年度末時点で十分な調査に基づく執行停止を行っていること。   

                                                            １ポイント 
   

④滞納処分等の実施に関する事業   
ア 国保全世帯に対する対前年度比で滞納世帯の割合が減っていること。 

                            １ポイント 
イ 平成２２年度に滞納処分を実施したこと。       １ポイント 

   さらに公売を行った場合は３ポイント加算する。 
（３）適用の適正化に関する事業 

ア 基本交付額 
 【申請要件】 
   平成２３年度において、次の①及び②の事業を実施している市町村であること。 

①適用の適正化に関する事業 
②退職被保険者、被扶養者の適用の適正化に関する事業 

【交付額】 
交付額は、年間平均被保険者数に応じて算出するものとし、次の表に定める

額とする。 
年間平均被保険者数 交付額 

５千人未満            ８００千円 
５千人以上  １万人未満     １，２００千円 
１万人以上  ３万人未満     １，６００千円 
３万人以上  ５万人未満     ２，４００千円 
５万人以上 １０万人未満     ３，２００千円 



１０万人以上     ４，０００千円 
 

イ 加算交付額（評価基準） 
次の事業の実施結果等に応じ、各項目記載のポイントを付与する。 

【申請要件及び加算ポイント】 
①適用の適正化に関する事業 

ア 平成２２年度適用適正化調査を行っていること。   １ポイント 
  

（平成２５年度から実施） 
 なお、対象世帯について以下の取扱いをしている場合には、各１ポイ

ントを加算する。 
（ア）世帯区分 
   擬制世帯、所得無申告世帯、所得零世帯、軽減世帯、老人世帯、

単身世帯、その他適用に疑義がある世帯の７区分を対象としているこ

と 
（イ）調査数 
   擬制世帯については全数（数カ年をかけて計画的に全数調査を実

施することも可）、所得無申告世帯、所得零世帯、軽減世帯について

は全数、老人世帯、単身世帯、その他適用に疑義がある世帯につい

ては疑義のあるもの全てを調査対象としていること 
（ウ）調査方法 
   新規加入時の窓口確認、調査対象者の抽出のみをもって調査終了

とせず、対象者に対する調査票等の送付及び回答の返送、または対象

者に対し電話等により調査するなど、対象者からの意思表示が明確と

なっていること 
 

②退職被保険者の適用の適正化に関する事業 
ア 平成２２年度中に受領した年金受給権者一覧表等（以下一覧表等とい

う。）に記載された者のうち、退職者医療制度への適用対象者に対する適

用率が、平成２３年８月末日現在において１００％であること。 
                             ３ポイント 

（※アの適用対象者とは、一覧表掲載時点における国保加入者を対象とする。） 
イ 平成２１年度以前に受領した一覧表等に記載された者のうち、平成２２

年８月末日現在において、資格要件の確認を行っていない者及び、資格要

件確認後の未適用者が０であること。         １ポイント 
ウ 既に退職被保険者として適用した者の被扶養者となりうる者に対し、 

平成２２年１２月までに職権適用又は届出の勧奨を行っていること。 



 １ポイント 
   エ 平成２２年度において、退職者医療制度に関する広報活動を行っている

こと｡                         １ポイント 
 

③ 国民健康保険被保険者証の交付に関する事業 
ア 平成２２年度における被保険者証の更新に際し、普通郵便以外で書留 

(簡易書留)等により郵送していること。        １ポイント 
 （４）その他国民健康保険事業の適正化に関する事業 

① 国保事業の広域化に関する事業 
 【申請要件】 

平成２２年度までに、合併又は広域連合等による保険運営の広域化を図り、 

かつ、平成２３年度に均一課税となった市町村であること。 
 【交付額】 

    交付額は、年間平均被保険者数に応じて算出するものとし、次の表に定め

る額とする。 
    ただし、合併前の構成市町村の被保険者数による各基本額の合計額が、合

併後の各基本額の合計を下回る場合、合併後の減額分を補填するため、下回

った額を加算する。 
 

年間平均被保険者数 交付額 
   １万人未満    ５，０００千円 
   １万人以上  ３万人未満   １０，０００千円 
   ３万人以上  ５万人未満   １５，０００千円 
   ５万人以上 １０万人未満   ２０，０００千円 
  １０万人以上   ２５，０００千円 

 
  ② 療養給付費等負担金減額措置 

 【申請要件】 
    平成２２年度において、乳幼児医療費助成の現物給付化に伴う国保療養給

付費等負担金の減額措置を受けた市町村であること。 
 【交付額】 

    乳幼児医療費助成の現物給付化に伴い、国保療養給付費等負担金の    
交付に当たって受けた減額分（以下「減額分」という。）を交付額とする。 

 
③国保診療施設に対する措置 
【申請要件】 

    平成２３年４月１日時点で、市町村及び市町村が設立した一部事務組合が行



う国民健康保険診療施設を設置・運営している市町村であること。 
 ただし、国民健康保険診療施設の開設者が複数の市町村の場合は、代表市町

村であること。 
 
【交付額】 

交付額は、病院及び診療所数に応じて算出するものとし、次の表に定める額

とする。 
 

病床数 交付額 

病

院 

５００床以上 ２，０００千円 
５００床未満 
１００床以上 

１，０００千円 

１００床未満 
１００千円＋１床×１０千円 

(上限１，０００千円) 
診療所 ３００千円 

診療所（出張診療所） １００千円 
 


